
協賛金のお申し込み概要

当法人の事業活動にご理解とご賛同をいただきました、協賛金については
随時受付致しております。なお、みなさまからお寄せいただいた協賛金は、
適切に管理し、有効かつ大切に使わせていただきます。

ご入金いただいた際の「ご利用明細」をもって、領収書の代わりとさせていただきます。
一旦納入していただいた協賛金はご返金できませんので、ご了承ください。

当法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18年法律第 48号）」に基づい
て設立された一般社団法人です。
非営利型法人ではありますが、協賛金は法に定める特定寄付金に該当しないため、寄付金控除
等の税制上の優遇措置の対象とはなりません。
現在のところ協賛金には税優遇措置はございませんのでご理解並びにご承知くださいますよう
ご案内申し上げます。

■個人様

1,000 円　3,000 円　5,000 円　10,000 円
30,000 円　50,000 円　100,000 円

■法人様

3,000 円　5,000 円　10,000 円　30,000 円
50,000 円　100,000 円

募集金額

お振込は、下記口座宛にお振込みをお願いいたします。
【金融機関名】巣鴨信用金庫
【支店】水道支店
【種類】普通
【口座番号】3116874
【口座名】シャ）リンゴノタネ 振込手数料は、ご負担願います。

協賛金の納入方法は銀行振込となります

税制上の優遇措置について


